
【歳入】　引き上げ分の地方消費税収(社会保障財源化分の地方消費税交付金)

【歳出】　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

国庫支出金 県支出金 地方債 その他

引き上げ分の地
方消費税(社会保
障財源化分の地方
消費税交付金)

その他

障害者福祉事業 544,847 216,298 140,211 11,228 22,335 154,775

高齢者福祉事業 325,109 699 7,300 39,991 277,119

児童福祉事業 73,036 574 13,366 30,000 1,221 3,515 24,360

地域子育て支援センター事業 5,903 2,168 1,963 223 1,549

放課後児童健全育成事業 41,676 10,060 7,956 408 2,932 20,320

保育所事業 521,123 122,565 61,827 42,457 37,111 257,163

地域活動事業 6,912 2,221 2,540 271 1,880

小計 1,518,606 353,886 228,562 30,000 62,614 106,378 737,166

国民健康保険事業(繰出金) 197,560 14,065 49,857 16,853 116,785

介護保険事業(繰出金) 362,727 45,743 316,984

後期高齢者医療事業(繰出金) 71,790 44,270 3,471 24,049

介護サービス利用者負担助成事業 1,358 859 63 436

在宅福祉サービス事業 31,391 8,030 7,469 2,004 13,888

小計 664,826 22,095 94,986 0 7,469 68,134 472,142

保健衛生事業 318,115 0 0 0 122,800 24,631 170,684

予防事業 48,741 1,658 1,559 0 0 5,741 39,783

健康づくり事業 39 0 0 0 0 5 34

母子衛生事業 36,321 5,144 1,486 452 3,688 25,551

小計 403,216 6,802 3,045 0 123,252 34,065 236,052

2,586,648 382,783 326,593 30,000 193,335 208,577 1,445,360

※１　事務費や事務職員の人件費等は除く。

※２　地方消費税交付金(社会保障財源化分)は、各事業に要する一般財源の割合に応じて充当している。

合計

社会福祉

社会保険

保健衛生

引き上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分の地方消費税交付金）が充てられる社会保障施策に要する経費

２０８，５７７　　　千円

２，５８６，６４８　　　千円

事業名 経費

財源内訳

特定財源 一般財源


